
 
 

群馬県立伊勢崎特別支援学校スクールバス運行業務委託契約書条項案 
 
 群馬県立伊勢崎特別支援学校長 水谷佳子（以下「甲」という。）と○○○○○○
（以下「乙」という。）とは、群馬県立伊勢崎特別支援学校スクールバス運行業務に
ついて次の条項により契約を締結する。 
 
（委託） 
第１条 甲は、群馬県立伊勢崎特別支援学校（以下「学校」という。）の児童及び生

徒（以下「児童生徒」という。）を輸送するため、スクールバス運行業務（以下「本
件」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。 

 
（目的）  
第２条 スクールバスを運行し、学校の児童生徒の通学における安全確保と利便及び

校外行事等の利用に供することを目的とする。  
 
（委託期間）  
第３条 この契約の委託期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までと

する。  
２   契約期間中における各年度の３月３１日までに甲又は乙から契約を解除する等

の通告がない時は、同一の条件のもと各年度における予算の範囲内で契約を継続す
ることができる。  

 
（委託料）  
第４条 委託料は、金○○○○○○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額 

○○○○○○○○円）とする。ただし、各会計年度における委託料の支払額は、次
のとおりとする。  
令和８年度  ○○○○○○○○円 

（うち消費税及び地方消費税の額○○○○○○○円） 
令和９年度  ○○○○○○○○円 

（うち消費税及び地方消費税の額○○○○○○○円） 
令和１０年度 ○○○○○○○○円 

（うち消費税及び地方消費税の額○○○○○○○円） 
令和１１年度 ○○○○○○○○円 

（うち消費税及び地方消費税の額○○○○○○○円） 
令和１２年度 ○○○○○○○○円 

（うち消費税及び地方消費税の額○○○○○○○円） 
 
（委託料の請求及び支払）  
第５条 委託料の支払いは、第４条に定める各会計年度における支払額を月割で支払

うこととし、その金額は「支払内訳書」のとおりとする。  
２ 乙は、毎翌月に前月に実施した委託業務に関するスクールバス運行業務委託実施
報告書及び委託料の請求書を翌月 10 日までに甲に提出するものとする。  

３ 甲は、前項のスクールバス運行業務委託実施報告書及び請求書を受理した日から
30 日以内に委託料を乙に支払うものとする。  

 
（支払遅延に対する遅延利息） 
第６条 甲の責めに帰すべき事由により前条第３項の支払期限までに委託料を乙に支

払わない場合は、甲は、乙に対して遅延利息を支払うものとする。 
２ 前項の遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、委託料

に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条
第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。 

 
（契約保証金） 
第７条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。 
 
（委託業務の処理方法） 
第８条 乙は、本件業務が別添「群馬県立伊勢崎特別支援学校スクールバス運行業務
委託仕様書」（以下「仕様書」という。）に適合するものであると確認する。 



２ 乙は、前項のほか甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、委託業務を処理す
るものとする。 

 
（運行日） 
第９条 バス運行日はあらかじめ甲の指定する日とし、日曜日、土曜日、国民の祝日

に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日及び学校の長期休業日は運
休日とするが、学校行事等の都合により運休日に運行する場合は、甲はあらかじめ
乙に通知するものとする。 

 
（委託業務の時間等） 
第 10 条 乙が本件業務を実施する時間は、原則として登校時７時２０分から８時５０

分まで、下校時１３時４５分から１６時１５分までとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、甲の業務により必要があると認めたときは、前項に定

める時間外または休日において、その都度乙と協議して委託業務を行わせることが
できる。 

３ 乙は、車両の運転について、原則として「スクールバス運行計画書」及び「時刻
表」に基づき行うものとする。 

４ 乙は、前項の計画書等に基づき、乗務員を記載した書類を提出するものとする。 
 
（施設等の使用） 
第 11 条  乙は、この本件業務の履行に必要な甲の作業場所等を甲の指示に従い、無

償で使用できるものとする。 
  なお、施設等の使用に当たって、乙は、善良な管理者の注意をもって管理しなけ

ればならない。 
 
（業務遂行上の責任者） 
第 12 条 乙は、本件業務に関して、甲と連絡調整を行う業務遂行上の責任者を定め、

甲に書面で通知するものとする。 
 
（指示及び監督） 
第 13 条 乙は、本件業務の履行に当たり、甲の総括責任者と協議の上、業務を遂行 
 するものとする。 
 
（遵守事項） 
第 14 条 乙は、児童生徒の輸送に当たっては道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）

その他関係法令の規定及び本契約書の趣旨を遵守し、甲又は甲の指定する職員の正
当な指示に従い、誠実に本契約に定める事項を履行するものとする。 

２ 乙は、児童生徒の輸送に際し事故が発生したときはその状況を速やかに甲に報告
しなければならない。 

３ 乙は、事故その他の理由により児童生徒の輸送を中断したときは、速やかに輸送
継続の手続きを講ずるものとする。 

４ 自然災害その他やむを得ない事由で甲若しくは乙が運行中止又は運行時刻の変更
を求めようとするときは、速やかに相手方に通報し、甲乙協議の上変更することが
できる。 

 
（安全輸送） 
第 15 条 乙は、本輸送の遂行にあたっては関係法令を遵守するとともに、輸送する 
 児童生徒が障害児であることを十分承知し、安全輸送に万全の注意と措置を講じ 
 なければならない。 
 
（秘密の保持） 
第 16 条 甲及び乙は、本件業務の遂行上知り得た相手方固有の業務上又は技術上の 
 秘密情報を第三者に漏洩してはならない。この契約が完了し、又は解除された後 
 においても同様とする。 
２ 乙は、甲が所有するデータ等を甲の許可なく複写し、又は複製してはならない。 
３ 乙は、甲が所有するデータ等をこの契約の履行目的外に使用し、又は第三者に提

供してはならない。 
 
 



（個人情報の保護） 
第 17 条 乙は、本契約による業務を処理するための個人情報（個人に関する情報（氏

名、住所、生年月日、本籍地等の基本的な情報はもとより、思想、信条、信仰、趣
味等に関する情報、職業、資格、学歴等に関する情報、収入、財産状態等に関する
情報、健康状態、病歴等に関する情報など個人に関するすべての情報をいう。）で
あって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。）については、個
人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければなら
ない。 

 
（業務の調査等） 
第 18 条 乙は、乙の乗務員について、当該本件業務に就業するまでに甲が必要とする

資料等を提出しなければならない。 
２ 甲は、必要があると認めたときは、乙に対して本件業務の実施状況の調査を行い、

又は報告を求めることができる。 
３ 甲は、前項の調査又は報告により必要と認めたときは、委託事務の処理に関して

乙に必要な指示を与えることができる。 
 
（事故等の報告） 
第 19 条 乙は、この本件業務の履行に関し事故等を生じた場合は、道路における危 
 険を防止する等必要な措置を講じ、直ちに甲に事故等の状況を報告し、善後処置 
 について甲と協議するものとする。併せて書面での報告を行うものとする。 
 
（変更の届出） 
第 20 条 乙は、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての
事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届出なければなら
ない。 

２ 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又
は到達しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが乙に到達したものとみな
す。 

 
（再委託の禁止） 
第 21 条 乙は、委託業務の処理の全部又は一部を他に委託してはならない。ただし、

書面で甲に申し出て、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 
 
（権利義務の譲渡） 
第 22 条 乙は、本件業務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は請け負わせて 
 はならない。ただし、甲が特別の理由があると認め、あらかじめ承諾した場合は、 
 この限りではない。 
 
（解除等） 
第 23 条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約を解除するこ
とができる。 

(1) 乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。 
(2) 乙の業務の処理が不適当と甲が認めたとき。 
(3) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77
号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴
力団」という。）又は役員等（役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締
結する事務所の代表者をいう。）が暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団
員（以下「暴力団員」という。）若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関
係を有している者（以下「暴力団員等」という。）であることが判明したとき。 
(4) 本契約に係る下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等（以下「下
請契約等」という。）の相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知ったにも
かかわらず下請契約等を解除しなかったとき。 
(5) 乙がその他この契約書の条項に違反したとき。 

２ 甲は、第１項の規定により契約を解除したときは、乙に対し違約金として契約金
額の 10 分の 1 に相当する額の支払いを求めることができる。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその
責を負わないものとする。 

４ 甲は、群馬県政府調達苦情検討委員会（以下「苦情検討委員会」という。）から



契約停止の通知を受けた場合は、契約の執行を停止することができる。 
５ 甲は、苦情検討委員会から契約を破棄する提案があった場合は、契約を破棄する

ことができる。 
６ 前２項の規定により、契約の執行を停止し、又は契約を破棄したときにおいて、

乙に損害を生ずることがあっても、甲はその責めを負わないものとする。 
 
（談合等不正行為があった場合の解除等） 
第 24 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、契約を解除する

ことができる。 
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号
に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対して行う同法第７条又は第８
条の２の規定に基づく排除措置命令（排除措置命令がなされなかった場合は、
同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令）又は第 85 条第１号の規
定による抗告訴訟について請求棄却若しくは訴え却下の判決が確定したとき。 

(2) この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が刑
法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６又は独占禁止法第 89 条第１項若しく
は第 95 条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかか
わらず、甲の請求に基づき契約金額の 10 分の 2 に相当する額を違約金として甲の指
定する期間内に支払わなければならない。 

３ 乙が第１項各号に該当することにより甲に損害が生じた場合、当該損害が前項の
規定する違約金を超えなお存在する場合には、甲はその超過額を併せて乙に請求す
ることができるものとする。 

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定による解除の場合に準用する。 
 
（債務不履行の場合の損害金） 
第 25 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、

その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 
 
（一般的損害） 
第 26 条  本件業務の実施中に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害が

甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。 
 
（履行不能の場合の処置） 
第 27 条 乙は、天災その他乙の責めによらない事由により契約の全部又は一部を履 
 行することができないときは、甲の承認を得て、当該部分の義務を免れるものと 
 し、甲は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。 
 
（損害賠償） 
第 28 条 乙が本件業務の実施に際して甲に損害を与えたときは、乙は、その損害を

賠償する責を負うものとする。本件業務の実施により第三者に損害を与えたときも
同様とする。 

 
（損害賠償の免責事項） 
第 29 条 甲は、旅客の障害に起因する発作やパニックなどの行為により、輸送中に 

乙の車両に損害を与えても、それを賠償する責めを負わない。ただし、甲が故意又
は重過失によりそれらの行為を誘発した場合を除く。 

 
（違約金等の遅延利息） 
第 30 条 乙が、第 23 条第２項並びに第 24 条第２項及び第３項に規定する金額を甲

の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をす
る日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規
定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければな
らない。 

 
（暴力団による不当要求行為があった場合の届出義務） 
第 31 条 乙は、甲との契約に係る業務の遂行に当たって不当要求行為（暴力団員等 
 からの不当な要求行為）を受けた場合は、その旨について、遅滞なく甲への報告 



 及び警察への届出を行わなければならない。 
 
（予算削減に係る契約の解除）  
第 32 条 甲は、翌年度以降の甲の歳入歳出予算において、乙に支払うべき委託料に 
 ついて減額又は削除があったときは、契約を変更又は解除することができる。  
 
（契約の変更） 
第 33 条 甲の都合により必要があるときは、甲、乙協議の上本契約を変更できるも 
 のとする。 
 
（契約の費用） 
第 34 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 
 
（信義則） 
第 35 条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 
 
（疑義等の決定） 
第 36 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、群馬県財 

務規則（平成３年群馬県規則第 18 号）の定めるものとし、なお疑義があるときは、
甲と乙とが協議して定めるものとする。 

 
（裁判管轄） 
第 37 条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする前橋地方裁判所

とする。 
 
 

この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、
各自その１通を保有するものとする。 
 
 
 
   令和８年 月 日 
 

甲  住 所  群馬県伊勢崎市粕川町１００３ 
氏 名  群馬県立伊勢崎特別支援学校長 水谷 佳子 

 
 
 

乙  住 所   ○○○○○○番地○○ 
氏 名   ○○○○○○ ○○ ○○ 


